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十勝ものづくり総合支援補助金交付要綱 
 

（趣  旨） 

第１条 この要綱は、新たなものづくりの先導的な取組み及び新しい産業を創造する中小企

業者を研究開発から技術導入、販路開拓までを総合的に支援するほか、将来的な地域課題

等を鑑みた戦略的な支援を行い、十勝の産業経済の発展に資するため、事業費の一部を補

助することについて、必要な事項を定めるものとする。 
 
 
（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。 

(1)  中小企業基本法（昭和38年法律154号）第2条に規定する中小企業者、又は中小企業者

で構成された団体、グループであること。 

  (2)  十勝に主たる事業所があること。 

(3) 直近１期以上の決算書類又は確定申告書(12ヶ月相当分)を提出可能な企業であること。 

   

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が次の表のいずれかに該当する事業を行う

場合で、当該年度内に事業が完了するものとする。なお、理事長は補助対象事業の中から、

重点事業を設定することができる。 
 

 

   事 業 名 
 

 

          内                    容 
 

 

１ 新製品・新技術・ 

  新サービス開発 
 
 
 
 

 

新製品、新技術、新サービス、製品改良又は生産方式等の改善に関す

る次のいずれかに該当する場合、 

①基礎研究 

②試用試験、実用化試験、委託試験等の試験 

  ③試作品の製作 

（経営基盤の強化のため、新しい事業・分野に進出する場合も含む） 

 
 

２ 販路開拓（国内外） 
 
 

 

自ら開発した製品・技術・サービス等について、十勝の物産の知名度

向上や継続的取引に向けた取り組み等で次のいずれかに該当する場

合、 

①国内外で行う展示会等の開催、出展による販路開拓や市場調査等 

②専門コンサルタントへの委託等による調査若しくは技術・ノウハ

ウ等の習得 

③デザイン開発及び改善 

 

 

２ 補助対象事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律122

号）第2条に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する場合は、対象外とする。
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（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。なお、前条の重点事業に係

る補助対象経費は、別途定める。 
 

   事 業 名 
 

 

         補   助   対   象   経   費 
 

 

１ 新製品・新技術・ 

  新サービス開発 
 
 

 

原材料・副材料費、治具・工具費、外注加工費、技術導入費、デザ

イン開発費、プログラム開発費、設計・試験依頼費、資料購入費、

機械購入費、市場調査費、知的財産権取得費、人件費、調査研究

費、その他理事長が特に必要と認めた経費 

 

２ 販路開拓（国内外） 
 

 

調査研究費、会場借上料、出展料、広告宣伝費、通信運搬費、印刷

製本費、デザイン開発費、資料購入費、知的財産権取得費、その他

理事長が特に必要と認めた経費 

２ 補助対象経費につき、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるときは当該

補助金額を補助対象経費から控除する。 

３ 補助対象経費のうち、旅費に係わる経費については、最も経済的な通常の経路及び方法

により計算することとする。 

４ 補助対象経費のうち、人件費については、製品・技術・サービス開発や販路開拓等に直

接的に従事する者の作業時間に対する給料（手当、賞与は除く。）にあたる人件費を対象

とする。ただし、事業主及び法人の役員に対する報酬は対象外とする。 
 
（補助率及び補助限度額） 

第５条 補助事業に対する補助金の額は、補助の対象となる経費の２分の１以内とし、限度

額は200万円とする。 

２ 第３条に規定する重点事業に対する補助金の額は、補助の対象となる経費の３分の２以

内とし、限度額は400万円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、別に理事長が定める日までに補助金交付申請 

書（様式第１号）に、次の各号に掲げる関係書類を添えて申請するものとする。 

 (１) 事業計画（様式第２号） 

 (２) 補助金交付申請額算出調書（様式第３号） 

 (３) 補助事業に要する経費の算出内訳書（様式第４号） 

 (４) 収支予算書（様式第５号） 

 (５) 資金収支計画書（様式第６号） 

 (６) 申請企業等の概要（様式第７号） 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 理事長は、前条の申請書を受理した時は、その内容を審査の上、適正と認めた場合 

 は補助金の交付決定を行い、その決定の内容及び必要な条件を付して補助金交付決定書

（様式第８号）を交付する。 
２ 理事長は、前条の規定により補助金の交付を申請した者が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員若しくは暴
力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する
事業者（以下「暴力団員等」という。）に該当するときは、補助金を交付しない旨の決定
をするものとする。 

 
（申請の取下げ） 

第９条 補助金交付決定書を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条の規定によ

る通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付さ

れた条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、

なかったものとみなす。 
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（補助金の交付） 

第１０条 補助金は、第１６条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとす

る。ただし、理事長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすること

ができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書（様式第

９号）を理事長に提出しなければならない。 

３ 理事長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に

対し、その旨を補助金概算払決定通知書（様式第１０号）により通知するものとする。 

４ 補助事業者は、補助金概算払決定通知書の受理後、速やかに補助金概算払請求書（様式

第１１号）を提出する。 
 
（状況報告等） 

第１１条 理事長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補

助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査さ

せることができる。 

 

（補助事業の内容又は経費の変更） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あ

らかじめ補助事業変更承認申請書(様式第１２号)を理事長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更は除く。 

(１) 補助対象経費の科目を対予算で30％以内の増額変更 

(２) 補助対象経費の科目の減額変更 

(３) 補助対象経費総額の30％以内の増減額変更 

 

（補助事業の遅延等） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困

難となったときは、予定期間の終期までに補助事業執行遅延（不能）報告書（様式第１３

号）を理事長に提出し、その承認を得なければならない。 
 
（補助事業の廃止等） 

第１４条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事

業中止（廃止）承認申請書(様式１４号)を理事長に提出し、その承認を得なければならな

い。 
 
（補助事業の完了報告） 

第１５条 補助事業者が補助事業を完了したときは、補助事業実績報告書（様式第１５号）

に次の各号に掲げる関係書類を添えて理事長に提出するものとする。 

 (１) 事業実績書（様式第１６号） 

 (２) 補助事業に要した経費の算出内訳書（様式第１７号） 

 (３) 収支決算書（様式第１８号） 

 (４) 補助金精算書（様式第１９号） 
 
（補助金の確定通知） 

第１６条 理事長は、前条の規定による補助事業実績報告書及び関係書類を受理したときは

その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付目的及びこれに付し 

 た条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知 

書（様式第２０号）により通知するものとする。 
 
（補助事業の決定の取り消し等） 

第１７条 理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助交

付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は、その全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

 (１) 対象事業を中止又は廃止したとき。 

 (２) 第８条の条件に違反したとき。 
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 (３) 虚偽の申請その他不正行為によって補助決定及び補助金を受けたとき。 

 (４) 暴力団員等に該当することが判明したとき。 
 

（財産処分の制限） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得価

格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具は、理事長の承認を受けないで、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して、補助事業の完了の年の翌年から起算して

５年以内で、かつ、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15

号）で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間を経過した場合は、この限りでな

い。 

２ 補助事業の成果を活用して実施する事業に使用するために、第１項に定める処分制限財

産を転用（財産の所有者の変更を伴わない目的外使用（成果活用型転用））する場合、あ

らかじめ理事長の承認を受けるものとする。この場合において、理事長は、事業状況の報

告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。 
 
（帳簿の整備） 

第１９条 補助事業者は、対象事業の経理を明確にするため当該事業に係る収支を記載し 

 た帳簿を設け、かつその証拠となる書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年 

 度から５年間保存しなければならない。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、２０１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


